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 このメールマガジンは、メールでの情報提供を希望する登録者の
 みなさま及びスタッフが名刺交換をさせていただいた方へお送り
 しています。

 _/_/_/_/　I　N　D　E　X　_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 　・特集……………… 面会交流て何？　面会交流Q&A
 　・支援情報………… 長崎市パソコンセミナー開催。
 　・4月の予定………  定期法律相談
 　・編集後記………… 花粉症対策

 ■　特　集　━━━━━━━━━━━━━・・・・‥‥‥………

 ◆面会交流って何？　面会交流Q&A
 今回は、前回の養育費Q&Aに引き続き、「面会交流」について
 Q&A形式でご紹介したいと思います。
 ※養育費相談支援センター「リーフレット」より抜粋

 Ｑ：面会交流って何
 Ａ：面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母
 さんが子どもと定期的又は継続定期に会って話をしたり、一緒に
 遊んだりして交流することです。

 Ｑ：面会交流はどうして必要なの？
 Ａ：夫婦は離婚して他人になっても親と子の縁は切れません。
 子どもは父母のどちらからも愛されることを望んでいます。父母
 から愛されていると実感できることによって安心感や自尊心が育
 ち、健康的な社会人に成長することにつながります。

 Ｑ：どのように取り決めたらよいでしょう
 Ａ：父母が話し合って決めるのが一番です。話し合いができない
 ときは、調停を申し立てることができます。調停でも決まらない
 場合は、審判で決めることになります。しかし、面会交流は父母
 が納得して決めることが大切で、審判で決まった場合でも、父母
 がこれを受け入れて協力し合うことが不可欠です。

 Ｑ：面会には、どんな方法がありますか
 Ａ：父母が話し合って決めた場所に子どもが出かける、別居親が
 連れに来る、宿泊をするなど様々です。面会の時期や場所、方法
 については、子どもの年齢、健康状態、生活状況などを考慮して
 無理のないように決めることが大切です。

 ■ 支援情報　━━━━━━━━━━━━━・・・・‥‥‥………

 ◆長崎市にて「超カンタンパソコン入門講座」を開催します。

 パソコンを使ったことのない方や自信のない方、習ってみたいが
 不安のある方を対象に、パソコンの電源の入れ方からマウスの使
 い方、入力方法などパソコン操作の基礎を学びます。

 【日時】 平成30年3月31日（土）13時～15時
 　　　 
 【会場】長崎社会福祉会館4階　大会議室（長崎市上町1番33号）
 【受講料】　無料
 【託児】　無料にてお預かりします。※事前にご相談ください
 【申込方法】
 　FAX・TEL又はメールにてお申し込みください
 　FAX:095-848-1112　E-MAIL：yell@nagasakishi-boshikai.jp

 ■ 4月の予定　━━━━━━━━━━━━・・・・‥‥‥………

 ◎「YELLながさき定期法律相談」
  　4月18日（水）13:00～16:00
 　《事前予約受付中》

 　※遠方の方で来所相談が難しい方は、電話法律相談受付も
 　　行っております。まずはご相談ください<(_ _)>

 ■　編　集　後　記　━━━━━━━━━━・・・‥‥‥……… 
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 ◆そもそも花見の意味ってなんだろう
 花見といえば、「さくら」。この「さくら」は元々、山や田んぼ
 の神様のことを「さ」といい、神様が座り鎮まる場所のことを
 「くら」ということからきているそうです。
 ですので、「さくら」は、山や田んぼの神様が座って鎮まる場所
 という意味をもっています。
 このことから、桜の木にお供え物をしたり、豊作を祈りながら宴
 を行うというのが、お花見の由来だそうです。
 花見に、こんな意味があろうとは知りませんでした。
 しかし、今の花見は、「さくら」の下でドンチャン騒ぎ、神様は
 怒ったりしていないのかちょっと心配です。

 最後まで読んでいただいてありがとうございました<(_ _)>

 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 ＠YELLながさきのメールマガジン
 発　行　日：毎月2回発行（休刊：祝日、年末年始など）
 ※ご意見ご感想はこちらまで
 yell@nagasakishi-boshikai.jp

 ＠YELLながさき通信
 毎月、情報誌「YELLながさき通信」を発行しています。
 ご購読希望の方はご連絡ください。
 また、ホームページからも読む事が出来ます。
 http://www.yell-nagasaki.jp/yell_tuushin

 ＠フェイスブックページでも情報発信しています。
 あわせてご覧ください<(_ _)>
 https://www.facebook.com/yellnagasaki

 ＠応募書類作成支援
 YELLながさきでは、職務経歴書の書き方からパソコンでの作成
 ・印刷までサポートしています。何か不安な事、分からない事が
 ありましたら、ぜひご相談ください。
 また、メールでの添削・アドバイス等もしております。

 ※今後、本メールマガジンが不要な方は、ご面倒ですが、
 下記アドレスまでメールを送信ください<(_ _)>
 yell@nagasakishi-boshikai.jp
 【件名】メルマガ配信解除
 【本文】①名前 ②フリガナ

 ///////////////////////////////////////////////////////////

 【発行元】
 ■      　 YELL（エール）ながさき　
 ■■　 　  長崎県ひとり親家庭等自立促進センター 
 ■■◆     〒852-8108　長崎県長崎市川口町長崎西洋館2階
 ■■■◆   TEL:095-813-0800 FAX:095-848-1112
 ■■■■■ MAIL:yell@nagasakishi-boshikai.jp
 ■■■■■ HP:http://www.yell-nagasaki.jp/

 ///////////////////////////////////////////////////////////

 ※本メールは「MSゴシック」などの等幅フォントで最適に表示さ
 れます。
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